
 

入間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について（案） 

「賦課限度額の改定について」 

 

地方税法施行令の一部が改正（平成３０年３月３１日公布、４月１日施行）され、基礎課

税額の法定賦課限度額が引き上げられたことに伴い、条例の賦課限度額を法定賦課限度額ま

で下表のとおり引き上げる条例改正を、１２月議会へ提案します。適用年度は平成３１年度

分から適用とします。 

なお、埼玉県国民健康保険運営方針で「賦課限度額は、法定賦課限度額のとおり設定する

ことを目指す」旨の方針が示されております。 

 

区   分 改正案 現 行 

医療給付費分 ５８万円 ５４万円 

後期高齢者支援金等分 １９万円 １９万円 

介護納付金分 １６万円 １６万円 

合   計 ９３万円 ８９万円 

 ※後期高齢者支援金等分及び介護納付金分は改正なし 

 

限度額を引き上げた場合の影響について 

１ 世帯数と被保険者数の比較              平成 30年 10月 16日現在 

区   分 改正案 現 行 比 較 

医療給付費分 世帯数 ４４１世帯 ４９６世帯 ▲５５世帯 

後期高齢者支援金等分 世帯数 ２８８世帯 ２８８世帯 －世帯 

介護納付金分 世帯数 ９４世帯 ９４世帯 －世帯 

 

 

２ 税額の比較 

賦課限度額を引き上げた場合は、平成３０年１０月１６日現在で試算すると、     

約１千８７２万円賦課額が増加する見込みです。 

資料１ 
平成 30年 11月 13日 


